
空き家・空き地を売りたい方、貸したい方（空き家・空き地の所有者）

物件登録申込

◆ 物件の登録を希望される方は、次の書類に必要事項を記入し、建設計画課へご
提出ください。
①空き家・空き地情報バンク物件登録申込書（別記様式第１号）
②空き家・空き地情報バンク物件登録カード（別記様式第２号：空き家用また
は空き地用）
（注）情報バンク実施要綱に基づきその他の提出書類が必要となります。

物件の現地調査

◆ 所有者と日程調整の上、担当の宅建業者が現地確認、調査を行います。
（不動産の権利関係が複雑な場合や、大規模な修繕が必要な場合等の状況によ
り、登録できないことがあります。）

媒介契約
物件登録

◆

◆

調査後、登録可能な物件は、所有者と宅建業者とで媒介契約をしていただきま
す。
媒介契約後、町は情報バンクへの物件登録を行い、ホームぺージ（全国版空き
家等情報バンクを通じて公開）や、窓口での情報提供を行います。

利用希望者
との交渉

◆

◆

利用登録者から交渉の申込みがあった場合、宅建業者から所有者へ連絡をしま
す。
その後、宅建業者の媒介により利用登録者との交渉を進めます。

空き家・空き地を買いたい方、借りたい方（利用希望者）

物件情報の検索

■ 登録物件の基本情報は、町のホームページ（外部リンク）にて、どなたでも見
ることができます。

利用登録申込

■
■

空き家等の詳細情報は、情報バンクに利用登録された方へ提供します。
情報バンクの利用を希望される方は、次の書類を提出してください。
①空き家・空き地情報バンク利用登録申込書（別記様式第１６号）
②誓約書（別記様式第１６号）
（注）情報バンク実施要綱に基づきその他の提出書類が必要となります。

現地見学

■ 利用登録後、物件を見学することもでき、宅建業者が物件をご案内します。所
有者等が同行する場合もあります。

物件の交渉

■

■
■

登録物件の交渉を希望される方は、次の書類を提出してください。
空き家・空き地情報バンク登録物件交渉申込書
宅建業者から空き家等の所有者へ連絡します。
その後、宅建業者の媒介により所有者との交渉を進めます。

　

　契約成立 ※ 契約成立時には媒介手数料が必要となります。

空き家・空き地情報バンクへの登録から契約までの流れ
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